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アフターコロナ時代の

大家さんの必要知識２

不良入居者トラブル（騒音トラブルなど）

困った不良入居者との付き合い方
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新型コロナウィルスによる影響

2020.05.18 全国賃貸住宅新聞より



物的トラブルと人的トラブル

出典／SUUMOジャーナル



「音の強さ」 ＝dB（デシベル）

音源のエネルギーが空気中に振動となって伝わること

快適な暮らしができる許容騒音レベルは40dB以下

dB 騒音レベル 感じ方

130 ジェット機離陸 耐えられない

110 クルマのホーン
びっくりする

100 ガード下電車通過

90 地下鉄内・怒鳴り声
無視できない

80 交通量多い道路

70 大声での会話 騒音を感じる

50 静かな事務所 気にならない

30 夜の郊外住宅地
無音感

20 ささやき声

参考：誰にもわかる「騒音ガイドブック」/日本建築学会



音の伝わり方は空気音と固体音の2種類！
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空気伝搬音の対策

◆建物の気密性、サッシの性能を上げる

◆換気扇や設備開口から音を防御＝防音換気扇やフードを設ける

◆重く厚い材料を選ぶ（使用材料の面密度重いほど遮音性能アップ）

◆断熱材の厚みを厚くする

◆排水管に遮音シート（トイレなどの排水音は、防音シート貼りで対策）

固体音

①空気伝搬音＝空気中を伝わって耳に届く

自動車の音、楽器の音など、空気中を伝わってくる音
音の回り込みや隙間から音が入る

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNgZnlq_DNAhXGlJQKHTWdBqQQjRwIBw&url=http://www.emstudio.jp/free/data1030/&psig=AFQjCNEmRQ74Pn--MP6KqPnocAPZLULFfA&ust=1468495884316590


固体伝搬音の対策

◆構造体の剛性補強（梁や根太のサイズUPや床合板の釘のピッチを上げる）

◆階上の床（下階の天上含む）仕様の遮音性を上げる

◆クッション性のある床仕上材を使用する。（カーペット等）

◆床下地に遮音シート・硬質石膏ボードなどの捨て貼りを行なう

◆下地合板の厚みを上げる、下階の天井に吸音材を設ける

固体音

固体音

固体伝搬音＝足音や物の落下音が床や壁を伝わる

上階の足音、スピーカーの振動音、トラックの振動音、トイレの排水音など
物体を振動させて聞えてくる音。



騒音の主な発生源

1. 浴室やトイレの給排水音、

扉の開閉音などの住宅用設備

2. 洗濯機、掃除機、エアコン室外機

などの住宅用機器

3. テレビ、ステレオ、

楽器などの音響機器

4. 人の声や足音、

ペットの鳴き声などの生活音



責任・義務・権利

賃貸人 → 賃借人
・・・使用収益させる義務（民法601条）

賃借人 → 賃貸人
・・・用法遵守義務（民法616条）

賃借人 ↔ 賃借人
・・・不法行為（民法709条）



生活騒音の目安 (東京都環境局HP）

騒音の環境基準（40～60㏈）
によって異なる対応

受忍限度を超えていない
→被害を訴える入居者へ
我慢を促す

受忍限度を超えている
→規制基準などをもとに
原因となる入居者へ
注意を促せる

※受忍限度超えるか否か個別判断
全入居者が納得できるよう対応



状況確認（ヒアリング）

◆いつからか（わかる範囲で具体的に）

◆どのような音がするのか（設備音、足音、声？）

◆音が聞こえる頻度・時間帯（毎日？特定日？）

◆音が聞こえる部屋の位置（上階？隣？下？）

※傾聴することが大切

※スピード感のある対応が必要



対応方法の流れ

1. 入居者全員に張り紙や
通知文の投函で周知する

2. ヒアリングをもとに、
騒音元となる入居者に話しを聞く

3. 現地を訪問し、調査する

※迷惑している人がいることを気づかせることが必要

※クレームの大小にかかわらず、

第三者目線で冷静かつ明確な判断基準のもと、

トラブルを解決に導けるよう心がける



騒音トラブル対応の注意点

１．原因となる入居者を決めつけない

２．中立な立場で傾聴する

３．被害を訴える入居者のフォロー

※騒音被害者の誤解による新たなトラブルに注意

※客観的かつ具体的に「騒音そのもの」の状況を知り、

対策を練ることが大切



騒音トラブルを未然に防ぐ
（不良入居者との付き合い方）

１．契約時に説明（コミュニケーション）

２．建物管理規約

３．契約書の特約

４．アンケートの実施（更新時などに）

※日頃の挨拶やコミュニティが大切！



ホットラインを活用しよう！

お役立ち情報

成功する管理方法

トラブル対応事例など

豊富な情報

公益社団法人
東京共同住宅協会
☎ 03‐3400-8620



まとめ

1. 騒音クレーム放置は退去につながる

2. 中立な立場で傾聴すること

3. 被害を訴える入居者へ寄り添うこと

4. 対応遅れは優良入居者が逃げる

5. トラブルを未然に防ぐ工夫を！

6. 一人で悩まず相談を！（ホットライン）
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ご視聴ありがとうございました
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